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特別永住者制度に関するＱ＆Ａ

＜総則＞

Ｑ１ ： 特別永住者の制度は，具体的にどのように変わったのですか。

Ａ ： 平成２４（２０１２）年７月９日から中長期在留者の在留管理制度が導入

されたことに伴い，外国人登録法が廃止され，外国人登録証明書も廃止され

ました。特別永住者の方に交付されていた外国人登録証明書がその法的地位

等を証明するものとして重要な役割を果たしていたことに鑑み，これと同様

の証明書として，法務大臣が特別永住者証明書を交付することとしました。

特別永住者証明書の記載事項については，これを必要最小限にするとの観

点から，外国人登録証明書の記載事項と比べて大幅に削減するとともに，記

載事項の変更や再交付などの手続は，従来どおり，市区町村の窓口で行うこ

ととしています。

また，再入国許可制度を緩和し，有効な旅券及び特別永住者証明書を所持

する方は，原則として，出国の日から２年以内に再入国する場合には再入国

許可は不要になりました（「みなし再入国許可」という。以下同じ。）。

なお，特別永住者の方も住民基本台帳制度の対象となります。

Ｑ２ ： 特別永住者証明書はどこでもらえますか。

Ａ ： これまでと同様に市区町村で交付されます。

※ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理

に関する特例法（以下「入管特例法」という。）第５条の特別永住許可に

伴う場合には，地方入国管理局において交付されます。

Ｑ３ ： 特別永住者証明書の有効期間はいつまでですか。

Ａ ： １６歳未満の方は１６歳の誕生日までです。

１６歳以上の方については，有効期間の更新申請をして新たな特別永住者

証明書を交付された場合は，旧特別永住者証明書の有効期間満了日後の７回

目の誕生日まで，また，有効期間の更新申請以外の申請・届出で新たな特別

永住者証明書が交付された場合は，その申請・届出をした日の後の７回目の

誕生日までです。

Ｑ４ ： 特別永住者証明書は常時携帯する必要がありますか。

Ａ ： 特別永住者証明書は常時携帯する必要はありません。

ただし，入管職員等から特別永住者証明書の提示を求められた場合には，

例えば，保管場所まで同行するなどして，提示することが必要です。
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Ｑ５ ： 特別永住者については，旅券及び特別永住者証明書の携帯義務がなくなり

ましたが，例えば，住居地が大阪の者が，所用で東京に来ていた際に警察官

から職務質問を受けて，特別永住者証明書の提示を求められた場合，当該証

明書を自宅に置いてきたため，提示をしたくてもできない状況であっても，

罰則の対象となるのですか。

Ａ ： 刑事罰を科すべきか否かについては，まずは捜査機関において判断される

こととなります。

一般的には，特別永住者証明書の提示拒否罪が成立するのは，権限を有す

る者から提示を求められたにもかかわらず，提示を拒否する旨の意思を外形

的に明らかにしたり，合理的期間内にあえて提示をしない等，その意思をも

って提示を拒んだといえる場合です。

この合理的期間は，具体的事案における個別の事情に応じて判断されるこ

とになりますが，その事情の例としては，特別永住者証明書の提示を求めら

れた場所とその保管場所との位置関係，提示の支障の有無及びその程度等が

考えられます。

なお，特別永住者証明書でなくとも，当該特別永住者の身分関係等の確認

が可能な他の代替的な手段がある場合には，あえて特別永住者証明書の提示

を求めないことも考えられます。

Ｑ６ ： 特別永住者証明書は常時携帯の義務がないということですが，身分証明書

であれば運転免許証がありますし，特別永住許可書も持っているので，特別

永住者証明書は必要ないと考えています。特別永住者証明書を受け取らない

場合に罰則はありますか。

Ａ ： 不法滞在者が多数存在する状況においては，本邦に在留する特別永住者の

方についても，他の外国人の方と同様に，その身分関係等を把握する必要が

生じる場合があることから，特別永住者証明書を交付することとし，その受

領義務が課せられています。

なお，入管特例法において，特別永住者証明書の受領義務に違反した者に

対する罰則を定めています。

＜交付＞

Ｑ７ ： 特別永住者証明書は，手続をすれば即日で交付されますか。

Ａ ： 特別永住者証明書は，１６歳未満の時点で交付するものも含め，居住地の

市区町村における申請・届出に基づき，法務大臣が作成の上，後日，改めて

市区町村で交付することになりますので，即日には交付されません。

なお，法務省においても，できる限り短期間で交付できるよう努めていま
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す。

Ｑ８ ： 改正入管特例法施行日（平成２４（２０１２）年７月９日）以降，特別永

住者証明書が交付されるまでの間，外国人登録証明書を携帯しなければなら

ないのですか。

Ａ ： 改正入管特例法施行日以降，特別永住者の方が外国人登録証明書を所持し

ているときは，一定の期間，その外国人登録証明書が特別永住者証明書とみ

なされますので，特別永住者証明書にみなされる従前の外国人登録証明書を

常時携帯する必要はありません（Ｑ４参照。）。

Ｑ９ ： 現在持っている外国人登録証明書はすぐに特別永住者証明書に切り替える

必要はありますか。

Ａ ： 改正入管特例法施行日（平成２４（２０１２）年７月９日）の時点におい

て，特別永住者の方が外国人登録証明書を所持しているときは，一定の期間，

その外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされることとなるため，そ

の期間内であれば，必ずしも特別永住者証明書に切り替える必要はありませ

ん。

なお，そのみなされる期間については次のとおりです。

① 平成２４（２０１２）年７月９日の時点で１６歳に満たない方

１６歳の誕生日まで

② 平成２４（２０１２）年７月９日の時点で１６歳以上の方で，

ⅰ 「次回確認（切替）申請期間」の始期が平成２７（２０１５）

年７月８日以前の方

平成２７（２０１５）年７月８日まで

ⅱ 「次回確認（切替）申請期間」の始期が平成２７（２０１５）

年７月９日以降の方

次回確認（切替）申請期間の始期まで

Ｑ１０ ： 外国人登録証明書から特別永住者証明書への切替えは，いつからいつまで

の期間に，どこでどのように申請すればよいのですか。

Ａ ： 特別永住者の方は，外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期

間内（Ｑ９参照。）に，居住地の市区町村において，申請書及び写真１葉（１

６歳未満の方は不要。）を提出し，旅券及び外国人登録証明書を提示（旅券を

提示することができないときは，その理由を記載した理由書を提出）して特

別永住者証明書の交付申請をしてください。
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Ｑ１１ ： 従前の外国人登録証明書の切替交付申請は，誕生日から３０日以内に行え

ばよかったのですが，申請期間の変更はありませんか。

A ： 特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書をお持ちの方は，そのみ

なされる期間内（Ｑ９参照。）に特別永住者証明書に切り替えなければなりま

せん。

既に特別永住者証明書へ切り替えている方については，有効期間の満了す

る日の２か月前から有効期間が満了する日までに有効期間の更新の申請を行

う必要があります。

なお，有効期間が１６歳の誕生日までとされている方については，その誕

生日の６か月前から申請を受け付けています。

Ｑ１２ ： 有効な旅券を持っていない場合，外国人登録証明書から特別永住者証明書

への切替えはどのようにすればよいのですか。

Ａ ： 申請・届出の際に有効な旅券を提示することができない特別永住者の方は，

その理由を記載した理由書を提出してください。

Ｑ１３ ： 外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間を過ぎても切替え

を行わなかった場合，罰則等はありますか。

Ａ ： 特別永住者の方がお持ちの外国人登録証明書は，一定の期間特別永住者証

明書とみなされますが（Ｑ９参照。），その期間が経過しても特別永住者証明

書の交付の申請をしなかった場合，１年以下の懲役又は２０万円以下の罰金

に処せられることがあります。

Ｑ１４ ： 一定の期間，外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされるとのこと

ですが，例えば，その期間が満了する日の１年以上前に特別永住者証明書に

切り替えたい場合は，どのようにすればよいのですか。

Ａ ： 特別永住者の方が外国人登録証明書から特別永住者証明書への切替えを希

望する場合には，有効期間の更新の申請を行うことができる期間（Ｑ３０参

照。）より前であっても，居住地の市区町村において特別永住者証明書の交付

申請ができます。その際は，申請書及び写真１葉（１６歳未満の方は不要。）

を提出し，旅券及び外国人登録証明書を提示（旅券を提示することができな

いときは，その理由を記載した理由書を提出）してください。

＜記載事項＞

Ｑ１５ ： 特別永住者証明書にはどのような情報が記載されますか。外国人登録証明

書から変わった部分はありますか。
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Ａ ： 写真が表示されるほか，以下のような情報が記載されます。

１．氏名，生年月日，性別及び国籍・地域

２．住居地（本邦における主たる住居の所在地）

３．特別永住者証明書の番号，交付年月日及び有効期間の満了の日

なお，有効期間が１６歳の誕生日までとされている特別永住者証明書に写

真は表示されません。

従来の外国人登録証明書の記載事項のうち，国籍の属する国における住所

又は居所，出生地，旅券番号，旅券発行年月日，世帯主の氏名，世帯主との

続柄，署名などが削減されました。

Ｑ１６ ： 特別永住者証明書の氏名はどのように表記されるのですか。

Ａ ： 特別永住者証明書の氏名表記については，ローマ字表記を原則としつつ，

氏名に漢字を使用することを証する資料に基づき，当該漢字又は当該漢字及

び仮名を併記することができます。

また，ローマ字氏名を表記することにより特別永住者が著しい不利益を被

るおそれがあることその他の特別の事情があると法務大臣が認める場合に限

り，ローマ字に代えて，当該漢字又は当該漢字及び仮名を使用した氏名を表

記することができます。

Ｑ１７ ： 特別永住者証明書に漢字氏名を表記する場合，本国の漢字がそのまま使え

るのですか。

Ａ ： 氏名表記に用いる漢字の範囲，用法その他の漢字を使用した氏名の表記に

関し必要な事項は法務大臣が告示（注）をもって定めているところ，氏名の

漢字が正字と認められるものについては当該正字を表記し，それ以外の簡体

字等については正字に置き換えて表記することとされています。

（注）○ 在留カード等に係る漢字氏名の表記等に関する告示（平成２３

年法務省告示第５８２号）

http://www.immi-moj.go.jp/topics/pdf/honbun.pdf
○ 在留カード及び特別永住者証明書の氏名の漢字表記について（法

務省入国管理局ホームページ情報掲示板）

http://www.immi-moj.go.jp/topics/kanji_kokuji.pdf

Ｑ１８ ： 特別永住者証明書に通称名を表記することは可能ですか。

Ａ ： 通称名については，特別永住者証明書には法律上も運用上も記載されませ

ん。

中長期在留者の在留管理制度・特別永住者制度の下で法務大臣が継続的に

把握する情報は，公正な在留管理制度に必要なものに限られますが，通称名
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は在留管理に必要な情報ではないことや，基本的に，住民行政サービスに必

要な情報は，外国人に係る住民基本台帳制度において保有されること等を考

慮し，法務省において通称名の管理（特別永住者証明書等への記載を含む。）

をしないこととしています。

なお，法務省は住民票を所管するものではありませんが，通称名について

は，住民票で扱われていると承知しています。

Ｑ１９ ： 私は特別永住者ですが，外国人登録証明書上の氏名は漢字で表記されてお

り，旅券上の氏名は英字の表記しかありません。特別永住者証明書には漢字

と英字の氏名の両方を表記してもらえますか。

Ａ ： 特段の漢字氏名に関する資料をお取りにならなくとも，旧外国人登録法に

基づき登録されていた漢字を用いた氏名をできる限り引き継いで，特別永住

者証明書に漢字氏名を併記できることとしています（ただし，簡体字等につ

いては，正字の範囲の文字に置換して，特別永住者証明書の券面に記載され

ます。）。

Ｑ２０ ： 特別永住者証明書の記載内容を紙の証明書として発行してもらうことは可

能ですか。可能であれば，それは市役所でもらうことはできますか。

Ａ ： 特別永住者の方には，住民基本台帳法に基づき住民票が作成され，氏名，

生年月日，性別，住所，世帯主の氏名，世帯主との続柄，国籍等，特別永住

者であること，特別永住者証明書の番号その他が，その記載事項となります

ので，お住まいの市区町村から，これらが記載された住民票の写しの交付を

受けることができます。

＜代理による手続＞

Ｑ２１ ： 特別永住者証明書の交付に係る申請・届出を代理人が行うことは可能です

か。可能であれば，どのような者が代理で行うことができるのですか。

Ａ ： 特別永住者の方が１６歳未満の場合や疾病その他の事由により自ら特別永

住者証明書の交付に係る申請・届出ができない場合には，１６歳以上の同居

の親族（配偶者，子，父母等）が代理人としてこれらの申請・届出を行わな

ければなりません。

なお，１６歳以上の同居の親族は，前記事由がなくても，本人の依頼によ

り申請・届出を行うことができます。

また，この他に法務省令で定める場合として，地方入国管理局長に届け出

た弁護士や行政書士，非同居の親族等で法務大臣が適当と認めるものがそれ

ぞれ申請・届出を取り次ぐことが可能です。
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＜様式＞

Ｑ２２ ： 特別永住者証明書にはＩＣチップが付いているそうですが，ＩＣチップに

はどのような情報が記録されていますか。

Ａ ： 特別永住者証明書の券面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。

それ以外の情報がＩＣチップに記録されることはありません。具体的には，

氏名，生年月日，性別，国籍・地域，住居地及び写真（特別永住者証明書の

券面に表示されている場合に限る。）等が記録されます。

Ｑ２３ ： 特別永住者証明書の大きさはどれぐらいですか。

Ａ ： カードの形状及び寸法は，従来の外国人登録証明書（甲）や現在の運転免

許証と同じです。

詳細については，法務省入国管理局ホームページ内「『在留カード』及び『特

別永住者証明書』の見方」（ http://www. immi-moj. go. jp/newimmiact_1
/pdf/zairyu_syomei_mikata.pdf）を御参照ください。

Ｑ２４ ： １６歳未満の場合，特別永住者証明書の様式はどのようになりますか。ま

た，顔写真は必要となりますか。

Ａ ： 有効期間を１６歳の誕生日までとして交付される特別永住者証明書には写

真の表示をしません。そのため，１６歳未満の方については，特別永住者証

明書の有効期間の更新申請のとき以外は写真の提出は不要です。そのほかの

様式に違いはありません。

＜偽変造対策＞

Ｑ２５ ： 特別永住者証明書にはどのような偽変造防止対策が講じられているのです

か。

Ａ ： 特別永住者証明書に高度のセキュリティ機能を有するＩＣチップを内蔵す

ることにより，偽変造カードの作成は極めて困難となっています。加えて，

券面についても，ホログラムや光学的変化インキ等の偽変造防止対策を施し

ています。

詳細については，法務省入国管理局ホームページ内「『在留カード』及び『特

別永住者証明書』の見方」（ http://www. immi-moj. go. jp/newimmiact_1
/pdf/zairyu_syomei_mikata.pdf）を御参照ください。

＜住居地の届出＞

Ｑ２６ ： 引っ越しにより住居地を変更した場合には，いつまでに，どこで，どのよ
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うな手続をとる必要があるのですか。

Ａ ： 住居地を変更したときは，新住居地に移転した日から１４日以内に，新住

居地の市区町村において，その新住居地を届け出てください。

なお，特別永住者証明書を提出して住基法に定める転入・転居届をした場

合，改めて入管特例法上の住居地の届出をする必要はありません（Ｑ２７参

照。）。

Ｑ２７ ： 住居地の届出と住基法に基づく転入・転出届との関係について教えてくだ

さい。

Ａ ： 外国人の負担軽減の観点から，特別永住者の方が，特別永住者証明書を提

出して住基法上の転入・転居届をした場合には，入管特例法上の住居地の届

出とみなすこととされています（入管特例法第１０条第４項及び第５項）。

したがって，当該特別永住者の方が特別永住者証明書（旧外国人登録証明

書がみなされる場合も含む。）を提出して住基法上の転入・転居届をすること

により，入管特例法上の届出義務も果たされることになります。

一方で，住居地の転出手続は入管特例法において規定されていないため，

住基法上の転出届の際に特別永住者証明書を提出したとしても，住居地の届

出とみなされることにはなりません。

なお，住基法上の転入・転居届をする際に特別永住者証明書を持参しなか

ったこと等により，当該届が先に行われた場合，前述のみなし規定は適用さ

れないことから，改めて住居地の市区町村において住居地の届出を行う必要

があります。

Ｑ２８ ： 特別永住者証明書の裏面に住居地が書ききれなくなった場合は，新しい特

別永住者証明書が交付されるのですか。

Ａ ： 運転免許証の裏面に住所変更が書ききれなくなった場合の取扱いと同様に，

市区町村の窓口で裏面に新たに専用の紙を貼り付け，その上に記載すること

となりますので，そのことだけを理由に，新しい特別永住者証明書が交付さ

れることはありません（写真や手数料の用意は不要。）。

＜住居地以外の記載事項の変更届出＞

Ｑ２９ ： 住居地以外の記載事項（氏名，生年月日，性別及び国籍・地域）に変更が

あった場合には，いつまでに，どこで，どのような手続をすればよいのです

か。

Ａ ： 氏名，生年月日，性別及び国籍・地域に変更があったときは，その変更が

あった日から１４日以内に，居住地の市区町村において，住居地以外の記載

事項の変更届出をしてください。届出のときは，届出書，写真１葉（１６歳
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未満の方は不要。）及び記載事項に変更を生じたことを証する資料を提出し，

旅券及び特別永住者証明書を提示（旅券を提示することができないときは，

その理由を記載した理由書を提出）してください。

Ｑ３０ ： 特別永住者証明書の有効期間を更新するためには，どのような手続が必要

ですか。

Ａ ： １６歳未満の方については１６歳の誕生日の６か月前から誕生日までに，

１６歳以上の方は有効期間の満了日の２か月前から当該満了日までに，本人

又は法令の定める代理人等（本人が１６歳未満の場合の同居の親族等）が，

居住地の市区町村において特別永住者証明書の有効期間更新申請を行ってく

ださい。申請のときは，申請書及び写真１葉を提出し，旅券及び特別永住者

証明書を提示（旅券を提示することができないときは，その理由を記載した

理由書を提出）してください。

なお，新しい特別永住者証明書が交付される際には新たな有効期間が設定

されますので，現在お持ちの特別永住者証明書をもう一度持参し，交付され

る特別永住者証明書と交換に市区町村に提出し，法務大臣に返納していただ

くことになります。

＜失効・返納＞

Ｑ３１ ： 特別永住者証明書が失効するのは，どのような場合ですか。

Ａ ： ①特別永住者でなくなったとき，②有効期間が満了したとき，③再入国許

可（みなし再入国許可を含む。）によらず出国したとき，④再入国許可の有効

期間内（みなし再入国許可によるときは，その出国の日から２年以内。）に再

入国しなかったとき，⑤新たな特別永住者証明書の交付を受けたとき，⑥死

亡したときに特別永住者証明書は失効します。

Ｑ３２ ： 特別永住者証明書を返納するのは，どのような場合ですか。

Ａ ： 特別永住者証明書が失効したとき（Ｑ３１参照。）は，その失効した理由に

応じて一定期間内に特別永住者証明書を返納しなければなりません。例えば，

新たに特別永住者証明書の交付を受けたときは，直ちにそれまでにお持ちの

特別永住者証明書を返納しなければなりません。なお，死亡により失効した

ときは，その方の親族又は同居者が返納することになります。

＜再交付申請＞

Ｑ３３ ： 特別永住者証明書を紛失してしまったり，盗難に遭ってしまった場合の手

続を教えてください。
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Ａ ： 紛失，盗難，滅失等の理由で特別永住者証明書の所持を失ったときは，そ

の事実を知った日から１４日以内に，居住地の市区町村において，特別永住

者証明書の再交付申請を行ってください。申請のときは，申請書，写真１葉

（１６歳未満の方は不要。）及び特別永住者証明書の所持を失ったことを証す

る資料を提出し，旅券を提示（提示することができない場合は，その理由を

記載した理由書を提出）してください。

Ｑ３４ ： 壊れたり，あるいは，汚れによって，特別永住者証明書が身分証明書とし

て使いものにならない場合の手続を教えてください。

Ａ ： 特別永住者証明書が著しく毀損したり汚損したとき（ＩＣチップの毀損も

含む。）は，居住地の市区町村において，特別永住者証明書の再交付申請がで

きます。申請のときは，申請書及び写真１葉（１６歳未満の方は不要。）を提

出し，旅券及び特別永住者証明書を提示（旅券を提示することができない場

合は，その理由を記載した理由書を提出）してください。

なお，特別永住者証明書が毀損又は汚損していなくても，正当な理由によ

り希望すれば，特別永住者証明書を交換することができ，この場合も居住地

の市区町村において手続をすることになります。その際は，実費を勘案した

手数料（１，３００円）を負担することになります。

Ｑ３５ ： 特別永住者証明書のＩＣチップが読み取り不能の場合も再交付申請をする

こととなりますか。

Ａ ： ＩＣチップが毀損したときも，特別永住者証明書の再交付申請ができます。

また，ＩＣチップの毀損を理由に特別永住者証明書の再交付申請命令を受け

ることもあります。

＜開示請求等＞

Ｑ３６ ： 外国人登録制度が廃止されましたが，外国人登録原票の開示請求をするこ

とはできますか。従来，市区町村に請求していた外国人登録に係る開示請求

はどこにすればよいのですか。

Ａ ： 外国人登録原票は，法務省入国管理局において保有する行政文書となりま

したので，「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」第１２条に基

づき，開示請求を行うことができます。

なお，開示請求窓口は，法務省大臣官房秘書課個人情報保護係となります。

詳細については，法務省ホームページ内「外国人登録原票に係る開示請求

について」（http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/hisho02_00016.html）を御参照
ください。
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Ｑ３７ ： 死亡した親族の外国人登録原票を請求することはできますか。

Ａ ： 次の方は，死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求を行う

ことができます。

① 請求に係る死亡した外国人の死亡の当時における同居の親族

② 請求に係る死亡した外国人の死亡の当時における配偶者（婚姻の届

出をしていないが，事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。），

直系尊属，直系卑属又は兄弟姉妹

③ ①又は②の法定代理人

なお，この交付請求は，「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」

第１２条に基づく開示請求ではありませんので，法務省入国管理局出入国管

理情報官出入国情報開示係に，原則として，郵送で請求を行っていただくこ

ととなります。

※ 亡くなった方に係る外国人登録原票の交付請求については，法務省入

国管理局ホームページ内「死亡した外国人に係る外国人登録原票の交付

請求について」（http://www.immi-moj.go.jp/news-list/120628_01.html）を
御参照ください。

Ｑ３８ ： 外国人登録制度が廃止されましたが，氏名や住居地等を変更したことを確

認するにはどうすればよいのですか。

Ａ ： 外国人登録法が廃止される前に外国人登録に係る記載事項の変更登録を申

請していた方及び在留カード又は特別永住者証明書の交付を受け，記載事項

の変更の届出をしている方は，外国人登録記録及び在留カード又は特別永住

者証明書に係る履歴の開示請求を行うことで確認することができます。ただ

し，コンピュータに入力されていない１９８１年１０月１日より前の変更に

ついて必要な場合は，外国人登録原票の開示請求を行う必要があります。

なお，開示請求窓口は，法務省大臣官房秘書課個人情報保護係となります。

＜再入国許可制度の見直し＞

Ｑ３９ ： 特別永住者証明書を所持せず旅券だけでみなし再入国許可による出国はで

きますか。

Ａ ： 旅券だけでみなし再入国許可による出国はできません。入管特例法上，み

なし再入国許可の対象となる特別永住者の方は，有効な旅券及び特別永住者

証明書を所持する方に限定しており，みなし再入国許可による出国確認の際

には，旅券と特別永住者証明書を提示することが法務省令で定められていま

す。

（注）みなし再入国許可による出国時には，再入国出国記録の「□１．一

時的な出国であり，再入国する予定です。」欄のチェックボックスに忘
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れずにチェックを入れてください。

Ｑ４０ ： みなし再入国許可で出国してから海外で特別永住者証明書を紛失してしま

った場合，どのようにすればよいのですか。特別永住者証明書がないと入国

手続の際に支障がありますか。

Ａ ： みなし再入国許可により再入国する際には特別永住者証明書の所持を要件

としていないため，本邦から出国している間に特別永住者証明書を紛失した

場合であっても，みなし再入国許可による再入国自体は可能です。再入国後

は速やかに居住地の市区町村で再交付の手続をしてください。

なお，本邦から出国している間に旅券又は特別永住者証明書を紛失した場

合で，海外から本邦へ戻る際の航空機の搭乗手続等において，本邦での在留

の資格を証明する必要があることが見込まれるときは，代理の方を通じ，最

寄りの地方入国管理局で，再入国許可期限の証明を受けることができます。

詳細については，法務省ホームページ内「再入国許可（みなし再入国許可

を含む。）で出国中に旅券・在留カードをなくされた方へ」（http://www.moj.
go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-5.html）を御参照ください。

Ｑ４１ ： みなし再入国許可の有効期間を過ぎて入国した場合，特別永住者でなくな

りますか。

Ａ ： みなし再入国許可の有効期間（出国の日から２年）を経過すると，特別永

住者の地位が失われることになりますので，注意してください。

なお，同期間を延長することはできません。

Ｑ４２ ： 特別永住者のみなし再入国許可の有効期間である２年を経過して再入国す

るときは，どのような手続が必要ですか。

Ａ ： みなし再入国許可により出国した特別永住者の方が，出国の日から２年を

経過した後に入国しようとするときは，特別永住者として入国することはで

きず，査証（ビザ）を必要とする在留資格の場合は新たに査証を取得するこ

とも含め，新規の上陸許可を受けなければなりません。

なお，新規の上陸許可を受けて入国した後も，新たに特別永住者の地位を

得ることはできません。

Ｑ４３ ： 特別永住者が，自動化ゲートを利用してみなし再入国許可による出入国を

することはできますか。

Ａ ： 事前に自動化ゲート利用者登録をしており，みなし再入国許可の要件を満

たしている場合は，自動化ゲートを利用したみなし再入国許可による出入国



- 13 -

が可能です。

なお，平成２４（２０１２）年７月８日以前に自動化ゲート利用者登録を

されている方が，自動化ゲートを利用してみなし再入国許可により出入国し

ようとする場合は，「みなし再入国」対応の利用者登録に変更登録を行ってい

ただく必要があります。登録の変更を行う際には指紋情報を再提供いただく

必要はありません。

Ｑ４４ ： 外国人登録証明書から特別永住者証明書に変わり，常時携帯義務がなくな

ったため，家に保管する場合が多くなり，海外へ出国するときも携帯を忘れ

そうです。有効な旅券と特別永住者証明書がなければみなし再入国許可とし

ての出国ができないそうですが，これらを携帯していないときは再入国許可

を取得してから出国することになるのですか。

Ａ ： 入管特例法上，特別永住者の方がみなし再入国許可により出国する意図を

表明される場合，有効な旅券と特別永住者証明書を所持する方に限定してい

ます。出国確認の際には，旅券と特別永住者証明書を提示することになりま

すので，みなし再入国許可を希望する場合には必ず旅券と特別永住者証明書

を携帯してください。

なお，出国確認時に特別永住者証明書をお持ちでない場合は，再入国許可

の取得を御案内することになります。

Ｑ４５ ： 特別永住者がみなし再入国許可制度を利用する場合，携帯義務がないはず

の特別永住者証明書が必要となるのはなぜですか。

Ａ ： 特別永住者証明書は，入管特例法等改正に係る国会における審議の過程で，

「特別永住者に係る歴史的経緯等に鑑み，特別の配慮が必要」であることか

ら，常時携帯義務を課さないこととされたものです。他方で，みなし再入国

許可の場面では，その対象者であることの確認に必要であるため，再び入国

する意図の表明として特別永住者証明書を提示することとしたものです。

Ｑ４６ ： 外国人登録証明書から特別永住者証明書に切り替えていない場合でも，み

なし再入国許可による出国は可能ですか。

Ａ ： 改正入管特例法施行時に特別永住者の方が所持している外国人登録証明書

は，一定の期間，特別永住者証明書にみなされる（Ｑ９参照。）ため，そのみ

なされる期間内であれば，みなし再入国許可による出国が可能です。

Ｑ４７ ： みなし再入国許可制度について，指紋を採取することもなく，出国証印及

び特別永住者証明書だけが根拠となりますが，同制度を悪用する不法入国事
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案（なりすまし等）への対策はされているのですか。

Ａ ： みなし再入国許可制度の導入により，地方入国管理局で事前に再入国許可

を取得する必要はなくなりましたが，出入国港における旅券の有効性や同一

人性の確認といった入国審査官の審査については，それまでの再入国許可に

よる出入国と同様ですので，同制度の導入が，なりすまし等の不法入国事案

の増加につながるとは考えていません。

＜漢字告示＞

Ｑ４８ ： 新制度において，外国人の氏名の漢字が簡体字等である場合，なぜ正字に

置き換えなければならないのですか。

従来の外国人登録で使用している漢字であっても，新制度で使用できない

ことがあるのはなぜですか。

Ａ ： 在留カード及び特別永住者証明書（以下「在留カード等」という。）の氏名

として漢字を表記する場合，簡体字等については，在留カード等にそのまま

表記するのではなく，正字の範囲の文字に置換して表記することとしていま

す。

これらの考え方については，「市区町村の業務（住民票，国民健康保険，国

民年金等の各種システム）で今後利用が見込まれる氏名表記との連携を図る

必要がある。」旨の市区町村からの御意見を踏まえて整理したものです。

住民基本台帳法において，外国人の住民票の漢字氏名については，在留カ

ード等の記載に倣い，正字で記載する取扱いとなっているものと承知してい

ます。そこで，在留カード等に表記する漢字の範囲については，外国人氏名

の本来の字形にも可能な限り配慮しつつ，現行の住民基本台帳事務において

取り扱われている漢字（住基統一文字）との親和性を確保する必要があるこ

とから，正字の範囲の文字に限ることとしています。

なお，本件に関して，従前市区町村からいただいておりました御意見の経

緯等については，下記「簡体字等を正字に置換する場合の基本的考え方」２

～４ページを御参照ください。

（参考ＵＲＬ）

http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000082550

Ｑ４９ ： 在留カード等の氏名の漢字表記（正字への置換を含む。）は，どのような法

的根拠に基づき行っているのですか。

Ａ ： 出入国管理及び難民認定法施行規則第１９条の７第１項及び第４項並びに

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関す

る特例法施行規則第５条第１項及び第４項に，在留カード等への漢字等氏名

（漢字又は仮名を使用した氏名を含む。以下同じ。）の表記に関する根拠規定

が設けられています。
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また，これらの法令の規定に基づき，法務省告示（在留カード等に係る漢

字氏名の表記等に関する告示。以下「在留カード等漢字告示」という。）が定

められています。

Ｑ５０ ： 在留カード等漢字告示において，「正字」とは何ですか。戸籍事務などの正

字とは範囲が異なるのですか。また，「簡体字等」とは何ですか。

Ａ ： 在留カード等漢字告示において，「正字」とは，次の①から③までに掲げる

漢字をいいます。戸籍事務などの正字とは範囲が異なりますので注意してく

ださい。

① JIS第１水準～第４水準（JIS X 0208及び JIS X 0213）
② JIS補助漢字（上記①を除く JIS X 0212で定める漢字）
③ 在留カード等漢字告示別表第１に定める漢字

また，在留カード等漢字告示において，「簡体字等」とは，正字とは認めら

れない漢字のことであり，具体的には，中国簡体字，台湾繁体字等であって

正字と字形が一致しない漢字のことです。

Ｑ５１ ： 在留カード等の氏名の漢字表記（正字への置換を含む。）について，どのよ

うな検討が行われたのですか。

また，これらの検討の経緯はこれまで公表されていたのですか。さらに，

国民や関係する外国人の意見は聴いたのですか。

Ａ ： 本件については，平成２１年１２月と平成２２年３月，総務省主催「外国

人住民に係る住民基本台帳制度への移行等に関する実務研究会」において検

討が行われており（第４回会合資料２及び第６回会合資料１），同検討を踏ま

え，平成２２年６月，法務省が実施したパブリックコメント（在留カード及

び特別永住者証明書の仕様について）において，本件の基本方針等につき，

広く国民の皆様等から御意見を募集いたしました。

また，平成２３年１０月，法務省が実施したパブリックコメント（在留カ

ード及び特別永住者証明書の氏名の漢字表記について）において，在留カー

ド等に漢字氏名を表記するに当たり簡体字等を正字に置換する場合の基本的

考え方につき，広く国民の皆様等から御意見を募集いたしました。

これらの検討及び御意見を踏まえつつ，平成２３年１２月，在留カード等

漢字告示を制定・公布しました。

（参考ＵＲＬ）

○ 総務省「外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行等に関する

実務研究会」

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/daityo_ikou/index.html
○ 在留カード及び特別永住者証明書の仕様について（意見募集）

h t t p : / / s e a r c h. e - g o v. g o.
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jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=3 00130040
&Mode=0

○ 在留カード及び特別永住者証明書の仕様に関する意見募集の結果

について

h t t p : / / s e a r c h. e - g o v. g o.
jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=3 00130040
&Mode=2

○ 在留カード及び特別永住者証明書の氏名の漢字表記について（意

見募集）

h t t p : / / s e a r c h. e - g o v. g o.
jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=3 00130050
&Mode=0

○ 「在留カード及び特別永住者証明書の氏名の漢字表記について」

に関する意見募集の結果について

h t t p : / / s e a r c h. e - g o v. g o.
jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=3 00130050
&Mode=2

Ｑ５２ ： 私の氏名漢字が簡体字等であるかどうか，あるいは，どのような正字に置

き換えられるのかを知りたいのですが，どうすればよいですか。

Ａ ： 法務省入国管理局ホームページの情報掲示板において，在留カード等漢字

告示の概要や，個別の漢字についての対応テーブル（簡体字等に対応する正

字等を示した対応テーブル）を掲載しておりますので，御活用いただきたく

お願いいたします。

（参考ＵＲＬ）

在留カード又は特別永住者証明書の氏名の漢字表記について（法務省

入国管理局ホームページ情報掲示板）

http://www.immi-moj.go.jp/topics/kanji_kokuji.pdf

Ｑ５３ ： 私の氏名の漢字について，法務省入国管理局ホームページで確認したので

すが（Ｑ５２参照。），置き換えられることとなる正字がどうしても気に入り

ません。

Ａ ： 在留カード等の氏名表記については，ローマ字表記を原則としつつ，外国

人の方が希望する場合には，申出により，漢字等氏名を併記できることとし

ています。

したがって，外国人の方が，そもそも漢字等氏名の併記を希望せず，その

旨を申し出なければ，在留カード等には漢字等氏名が併記されることはなく，

ローマ字氏名のみが表記されることになります。
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それぞれの方の御希望の字に置き換えるということはできません。

Ｑ５４ ： 在留カード等の漢字氏名の字形が外国人登録当時のものから変わってしま

ったのですが，外国人登録当時の簡体字等の漢字氏名はどのようにして証明

すればよいのですか。

また，在留カード等の氏名の漢字が外国人登録当時の氏名の漢字に対応す

るものかどうかはどのようにして確認できますか。

Ａ ： 外国人登録当時の簡体字等の漢字氏名は，在留カード等の交付の際に外国

人登録証明書の返還を受けた場合は当該外国人登録証明書によって証明でき

ますし，返還を受けていない場合は，法務省に対して外国人登録原票の開示

請求を行うことにより証明できます。

漢字の対応関係については，入国管理局のホームページに掲載している正

字検索システムを使えば容易に確認できます。

なお，検索したページを印刷すると，簡体字等と入管正字の対応関係が明

示される上，法務省のシステムにより照合した結果であることが分かるよう

に，「法務省」の名称が入りますので，これを御利用いただければ，同一人性

の証明が可能と考えています。

（注）外国人登録証明書を所持する外国人の方が新たに在留カード等の交

付を受けた場合（市区町村で特別永住者証明書の交付を受けた場合は，

申出があったときに限る。）には，原則として，返納された外国人登録

証明書に穴あけ処理（せん孔処理）を行った上で本人に返還する取扱

いをしています。

（参考ＵＲＬ）

正字検索システム

http://lapse-immi.moj.go.jp:50122

Ｑ５５ ： 在留カード等の氏名の漢字表記（正字への置換を含む。）について，大使館

や金融機関等に周知を行っているのですか。

Ａ ： 在留カード等の氏名の漢字表記については，これまでも，法務省入国管理

局ホームページ等において広報（Ｑ５２及びＱ５４参照。）するとともに，関

係省庁を通じて本人確認を実施する機関に対しても周知を図ってきたところ

です。今後とも，より一層の周知に努めることとしたいと考えています。

Ｑ５６ ： 印鑑登録等の漢字氏名を在留カード等の漢字氏名に合わせるにはどうすれ

ばよいのですか。

あるいは，住民票の通称（通称名）や印鑑登録の印影については，もとの

漢字を表記することが可能ですか。
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Ａ ： 法務省入国管理局はこれらの事務について所管していないので，事務を所

管する市区町村等にお問い合わせ願います。

Ｑ５７ ： 氏名がローマ字表記のみの在留カード等について，新たに漢字氏名を併記

する場合，カードの交換手数料がかかるのでしょうか。

Ａ ： 他の申請・届出（在留期間更新申請等の在留許可に係る申請，住居地以外

の記載事項の変更届出，在留カード等の有効期間の更新申請，紛失等による

再交付申請等）に併せて新たに漢字氏名の併記を申し出る場合には，交換手

数料はかかりません。

他方，在留カード等に著しい汚損又は毀損等が生じていないものの，外国

人が在留カード等の交換を希望する場合において，併せて新たに漢字氏名の

併記を申し出たときは，交換手数料（１，３００円）が発生します。

Ｑ５８ ： 私の漢字氏名について，日本のルールにより在留カード等に表記するとの

ことですが，その漢字は中国では別の意味で用いられているので，中国のル

ールにのっとって，別の正字に置き換えてほしいです。

（例）「芸」，「沈」，「叶」は日本の正字である。他方，「芸」，「沈」，「叶」

は中国では簡体字であり，対応する繁体字は，それぞれ，「蕓」，「瀋」，

「葉」である。

そこで，在留カード等には日本のルール（JIS X 0213等の漢字に関

する公的規格）によりそのまま「芸」，「沈」，「叶」を表記するのでは

なく，中国のルール（簡化字総表等）にのっとって，「蕓」，「瀋」，「葉」

に置き換えてほしい。

Ａ ： 御質問の漢字（「芸」，「沈」，「叶」）などは，いずれも，日本の漢字の規格

（日本工業規格（JIS X 0213又は JIS X 0212））に定められた漢字（在留カー
ド等漢字告示上の「正字」）であり，現行の住民票においても取り扱われてい

るものと承知しています。

このような場合には，外国の漢字の規格（簡化字総表など）にのっとるの

ではなく，日本の漢字の規格（日本工業規格）（注）にのっとり，在留カード

等にはそのまま表記することとしています。

なお，工業標準化法第６７条において，国又は地方公共団体による日本工

業規格（JIS）の尊重義務が定められております。
（注）JIS X 0213において，「芸」，「沈」，「叶」のような同形異字（起源が

別であっても現在では図形概念としての区別が僅かであるとされる漢

字）については，両者を区別せずに同じ漢字として扱うことと定義し

ており（JIS X 0213 4. W），在留カード等漢字告示においても同定義
を踏襲している。
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Ｑ５９ ： 旅券記載の字体と在留カード等の字体とが微妙に異なるのですが，旅券記

載の字体に合わせることはできないのですか。

（例）「鄭」（旅券）→「鄭」（在留カード等）

Ａ ： 同じ漢字であっても，各国により印字字体が異なることがあります。在留

カード等には，JIS X 0213等で定められた日本の標準字体で印字することと

しています。

Ｑ６０ ： 正字へ置換する対応テーブルがあらかじめ定められており，他の正字への

置換は認められていませんが，例外的に，外国人本人が使用可能な正字の中

から任意に選ぶことも場合によっては認めるなどの取扱いにはできないので

すか。

Ａ ： 御指摘のような，外国人本人が使用可能な全ての正字の中から任意に漢字

を選ぶとする取扱いについては，在留カード等に表記する氏名の正確性を図

る観点から，適当でないと考えています。

Ｑ６１ ： 簡体字等を正字（異体字）に置換する趣旨は理解できるのですが，対応テ

ーブルはどのような資料に基づいて作成したのですか。

Ａ ： 簡体字等と正字の異体字関係については，次に掲げる資料により確認して

います。

① 簡化字総表

② 第一批異体字整理表

③ IPSJ-TS 0008:2007（大規模漢字集合の異体字構造（情報処理学会試
行標準））

④ Unicode Unihan Database
⑤ 康煕字典その他の簡体字等と正字（異体字）との関係の確認に資す

る字典


